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議会基本条例推進協議会

「
議
会
改
革
」
が
地
方
議

会
で
盛
ん
に
取
り
組
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
誰
の
た
め

の
何
の
た
め
の
地
方
議
会

の
改
革
か
が
不
明
確
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
市

議
会
で
も
市
民
へ
の
情
報

提
供
が
ど
こ
ま
で
波
及
・

浸
透
し
て
い
る
か
不
明
な

点
も
あ
り
、
同
様
の
課
題

が
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。

　

首
長
と
議
会
議
員
を
と

も
に
住
民
が
直
接
選
挙
で

選
ぶ
制
度
で
、
こ
れ
を
二

元
代
表
制
と
言
い
ま
す
。

住
民
を
代
表
す
る
首
長
と

議
会
が
相
互
の
「
抑
制
と

均
衡
」
に
よ
り
対
等
の
機

関
と
し
て
、
地
方
自
治
体

の
運
営
の
基
本
的
な
方
針

を
決
定
し
、
そ
の
執
行
を

監
視
し
ま
す
。
議
員
に
は

質
疑
を
通
じ
て
そ
の
政
策

の
完
成
度
や
問
題
点
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
。
第
一
に
求

め
ら
れ
る
議
会
の
重
要
な

仕
事
で
す
。

　

市
議
会
は
平
成
23
年
に
、

ま
ち
づ
く
り
の
責
任
あ
る

意
思
決
定
機
関
と
し
て
、

市
民
の
負
託
に
こ
た
え
る

べ
く
、
議
員
相
互
の
議
論

を
深
め
て
合
意
形
成
を
図

り
、
わ
か
り
や
す
く
開
か

れ
た
議
会
を
目
指
す
こ
と

を
定
め
、
〝
市
民
と
の
約

束
〟
を
明
文
化
し
た
「
高

山
市
議
会
基
本
条
例
」
を

制
定
し
ま
し
た
。

　

議
会
基
本
条
例
（
以
下

「
基
本
条
例
」
と
い
う
。）

制
定
か
ら
４
年
が
経
過
し

た
平
成
27
年
に
、
基
本
条

例
に
定
め
る
議
会
改
革
の

取
り
組
み
を
総
合
的
・
継

続
的
に
検
証
・
議
論
で
き

る
場
と
し
て
、
全
員
を
も

っ
て
構
成
す
る
議
会
基
本

条
例
推
進
協
議
会
（
以
下

「
推
進
協
」
と
い
う
。
）

を
設
置
。
下
部
組
織
に
第

一
～
第
三
分
科
会
を
、
更

に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

を
設
置
し
議
会
改
革
の
検

証
や
取
り
組
み
を
協
議
し

て
い
ま
す
。

◎
主
な
項
目

・
議
員
間
討
議
の
実
施

・
市
民
意
見
の
把
握

・
政
策
提
言
の
実
施

・
広
報
広
聴
機
能
の
強
化

・
請
願
・
陳
情
者
の
意
見

　

聴
取
の
機
会
創
出

・
一
問
一
答
方
式
と
反
問

　

権
の
付
与

・
論
点
情
報
の
形
成

・
議
会
組
織
の
見
直
し

・
議
員
研
修
の
実
施

・
政
治
倫
理
の
確
立

・
議
員
定
数
・
報
酬
に
つ

　

い
て
の
調
査
研
究

・
評
価
制
度
の
確
立

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

推
進
協
で
は
、
論
点
ご

と
に
、
全
体
会
、
分
科
会
、

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を

使
い
分
け
て
、
検
証
及
び

取
り
組
み
を
協
議
し
て
い

ま
す
。

　

平
成
28
年
度
ま
で
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
議
会
白

書
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。

　

議
会
白
書
に
お
い
て
は
、

論
点
ご
と
に
検
証
し
た
結

果
・
実
施
・
一
部
実
施
・

未
実
施
と
実
施
状
況
と
取

り
組
み
の
内
容
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
推
進
協
で
取
り

組
ん
で
い
る
主
な
も
の
は
、

議
会
運
営
委
員
会
及
び
広

報
広
聴
委
員
会
の
視
察
報

告
（
Ｐ
18
参
照
）
で
も
触

れ
て
い
ま
す
が
、

①
議
員
定
数
・
報
酬
は
適

正
で
あ
る
の
か

②
政
治
倫
理
規
程
の
制
定

③
議
会
評
価
制
度
の
確
立

④
地
域
別
市
民
意
見
交
換

会
の
あ
り
方

を
中
心
に
、
検
証
・
今
後

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
を

協
議
し
て
い
ま
す
。

　

９
月
14
日
に
、
推
進
協

（
全
体
会
）
を
開
催
し
、

今
後
の
取
り
組
み
の
方
向

性
を
確
認
し
ま
し
た
。

◎
議
員
定
数
・
議
員
報
酬

　

議
会
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
へ

の
訪
問
相
談
を
踏
ま
え
、

多
様
性
を
担
保
す
る
た
め

の
市
議
会
に
お
け
る
最
低

限
の
議
員
数
の
考
え
方
な

ど
全
議
員
で
議
論
し
、
一

定
の
認
識
を
共
有
し
現
行

体
制
の
妥
当
性
を
確
認
す

る
こ
と
。
改
選
後
の
審
議

の
経
過
の
枠
組
み
も
示
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
お
示
し

で
き
る
議
員
間
の
議
論
を

重
層
的
に
実
施
し
ま
す
。

◎
政
治
倫
理
規
程
の
確
立

　

政
治
倫
理
確
立
の
た
め

の
申
し
合
わ
せ
事
項
及
び

基
本
条
例
に
お
い
て
、
基

本
理
念
、
議
会
の
活
動
原

則
、
議
員
の
責
務
及
び
活

動
原
則
が
位
置
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
新
た
に
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
は
し
ま
せ

ん
。
今
回
は
、
そ
れ
ら
に

抵
触
し
た
場
合
の
対
応
と

し
て
、
規
則
で
手
続
き
を

定
め
る
こ
と
と
し
、
規
則

の
中
で
調
査
委
員
会
を
設

置
す
る
こ
と
を
確
認
。
議

員
間
の
協
議
を
重
ね
、
市

民
の
皆
様
に
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

◎
議
会
評
価
制
度
の
確
立

　

議
会
点
検
評
価
委
員
会

（
仮
称
）・
議
会
モ
ニ
タ
ー

の
設
置
を
検
討
。
そ
れ
ら

の
担
う
役
割
を
し
っ
か
り

分
け
る
。
議
会
の
内
部
評

価
は
、
議
会
運
営
委
員
会
、

広
報
広
聴
委
員
会
に
加
え
、

常
任
委
員
会
が
実
施
し
、

点
検
評
価
委
員
会
で
チ
ェ

ッ
ク
を
受
け
、
議
長
を
経

て
公
表
。
議
員
の
評
価
は
、

活
動
目
標
に
対
す
る
評
価

を
文
書
で
行
い
、
定
型
の

様
式
は
用
い
な
い
。
公
表

方
法
は
議
会
評
価
と
同
様
。

　

内
部
評
価
は
議
会
及
び

議
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
使
命

を
背
負
い
市
民
の
た
め
の

仕
事
に
責
任
を
持
っ
て
担

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た

め
の
評
価
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
示
し
た
上
で
、
外
部

評
価
（
点
検
評
価
委
員
会

・
市
民
）
い
た
だ
け
る
よ

う
議
員
間
の
議
論
を
重
ね

評
価
制
度
の
確
立
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

議
会
改
革
と

議
会
基
本
条
例
推
進
協
議
会

二
元
代
表
制

議
会
基
本
条
例

議
会
基
本
条
例
推
進
協

議
会

議
会
基
本
条
例
に
定
め

る
議
会
改
革
と
は

推
進
協
の
現
在
の
取
り

組
み
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